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補助金の交付申請又は受給される皆様へ 

 

 当補助事業は、国庫補助金を財源としておりますので、社会的にその適正な執行が強く

求められており、補助金に係る不正行為に対しては厳正に対処致します。 

 従って、補助金交付の申請をされる方、申請後、採択が決定し補助金を受給される方に

おかれましては、以下の点につきまして、充分にご認識された上で、補助金の申請又は補

助事業の実施を行っていただきますようお願いします。 

 

１． 補助金の申請者が公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会(以下「協会」とす

る)に提出する書類は、如何なる理由があってもその内容に虚偽の記述を行わないで下

さい。 

 

２． 協会から補助金の交付決定を通知する前のいかなる事業については、補助金の交付

対象とはなりません。 

 

３． 補助金で取得、又は効用の増加した財産(取得財産等)を、当該資産の処分制限期間

内に処分をしようとするときは、事前に処分内容等について協会の承認を受けなけれ

ばなりません。なお、必要に応じて取得財産等の管理状況等について調査することが

あります。 

 

４． 偽りその他の不正な手段により、補助金を不正に受給した疑いがある場合には、協

会として補助金の受給者に対し必要に応じて現地調査等を実施します。 

 

５． 上述の調査の結果、不正行為が認められたときは、当該補助金に係る交付決定の取

り消しを行うとともに、受領済の補助金のうち取り消し対象となった額に加算金（年

１０．９５％の利率)を加えた額を返還していただくことになります。併せて、新たな

補助金等の交付を一定期間行わないこと等の措置を執ると共に、当該事業者の名称及

び不正の内容を公表させていただきます。 

 

６． 補助金に係る不正行為に対しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法

律(昭和３０年８月２７日法律第１７９号)の第２９条から第３２条において、刑事罰

等を科す旨規定されています。 

 

７． 当補助事業は、原則単年度に完了する省エネルギー化を促進する事業を対象として

います。しかし、事業規模が大きく１年での実施が困難な事業であって、年度毎の発

生経費を明確に区分した事業計画が提出される場合は、複数年度事業として申請する

ことができますが、２年目以降の補助金の交付決定を保証するものではありません。
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また、今回の公募により採択された場合、原則、提案された計画の最終年度まで事業

を継続することが必要となり、２年度目以降に事業を取りやめた場合（事業廃止）は、

既に交付した補助金の返還が必要となることがあります。 

 

公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会 
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公募期間及び申請書類提出先 

 

１．公募スケジュール 

   平成２５年９月５日（木）～   公募開始 

        ９月１９日（木）   公募締め切り 

        ９月下旬（予定）   交付決定 

 

２．公募説明会 

   日時：平成２５年９月１０日（火） １１時～１２時 

   場所：公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会 会議室 

 

３．応募書類提出方法及び提出期限 

   提出方法：郵送(書留)または宅配便等配送状況が確認できる方法 

   提出期限：平成２５年９月１９日（木） １７時（必着） 

 

４．資料の配付 

   公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会のホームページより、公募要領、各

種様式等をダウンロードしてご使用ください。 

    ＵＲＬ http://www.logistics.or.jp 

 

５．書類提出先及び問い合わせ先 

   〒105-0022 

   東京都港区海岸 1-15-1 スズエベイディアム 

   公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会 省エネ型補助事業担当 

    TEL：03-3436-3191 

    FAX：03-3436-3190 

    E-mail：shoene@logistics.or.jp 
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１．事業の内容 

 

１．１ 事業の背景 

  東日本大震災以降、省エネルギー対策の抜本的強化が必要となる中で、我が国の最終

エネルギー消費量の約２割を占める運輸部門、とりわけ物流分野の省エネルギー対策を

進めることが重要視されています。物流分野の省エネルギー対策に関しては、我が国産

業を担う企業の経済活動・成長を維持しつつこれを推進することが必要であり、このた

め、物流体系の効率化を基軸とした対策が強く要請されています。 

 

１．２ 事業の目的 

  上記の背景に照らし、本事業では、荷主による物流体系の効率化等に資する先行的な

取組を支援し、我が国物流分野の省エネルギー化を促進することを目的とします。 

 

１．３ 事業の概要 

  我が国物流分野の省エネルギー化を促進するため、荷主による物流拠点の集約に拠る

物流体系の改善により物流部門の省エネルギー化を推進する取組事例の補助を通じて、

我が国企業のロジスティクス効率化及び省エネルギー化を推進します。 

 

１．４ 補助対象事業 

  対象となる事業は、事業の目的を達成するために充分に有効な取組であって、次の要

件を満たすものとします。 

  １）物流分野の省エネルギー化が図られている取組であること 

  ２）物流体系の効率化が図られている取組であること 

  ３）物流拠点の集約化が図られている取組であること 

  ４）物流機能の自動化が図られている取組であること 

  ５）商慣行の改善につながる先進的な取組であること 

 

１．５ 補助事業者 

  補助事業者は、法人格を有している民間企業等で次の要件を満たすことが必要です。 

  １）補助事業を的確に遂行するに足る技術的能力を有すること 

  ２）補助事業を的確に遂行するのに必要な費用のうち、自己負担分の調達に関し経理

的基礎を有すること 

  ３）補助事業に係る経理その他の事務について的確な管理体制及び処理能力を有する

こと 

 

１．６ 補助対象経費 

  荷主が行う物流拠点の集約、作業の自動化等を通じた物流効率化に関する先行的・実

証的な取組に関する事業に必要な経費。 

  補助対象経費の内容は以下のとおりです。 



5 

 

   ※直接経費として計上できない経費： 

・建物等建設に要する経費 

・事業内容に照らし当然備えておくべき備品等（机、椅子、書棚等什器類、事務

作業のみに供するための機器等） 

・事業実施中に発生した事故・災害の処理のための経費 

・その他事業に関係ない経費 

 

１．７ 補助率及び補助金限度額 

  補助率は補助対象経費の１/２以内とし、補助金は２億６千５百万円を上限とします。 

 

１．８ 事業期間 

  事業期間は、以下のとおりとします。 

   事業開始日：公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会による交付決定日 

   事業完了日：平成２６年２月２８日(金)を最終期限とする 

 

 

２．事業の実施方法 

 

２．１ 事業の公募について 

  １）公募期間 

   平成２５年９月５日(木)～平成２５年９月１９日(木) 

  ※応募書類は、公募期間最終日の１７:００までに必着のこと 

    ※応募書類は、郵送(書留)・宅配便等配送状況が確認できる手段で送付すること 

（直接、持参は不可） 

   

  ２）公募説明会について 

     日時：平成２５年９月１０日(火) １１時～１２時 

     場所：公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会 会議室 

 

      説明会への参加を希望する方は、問い合わせ先のメールアドレスへ、９月９

日(月)１５時までにご連絡ください。連絡の際は、「会社名」「出席者の氏名(ふ

りがな)」「所属(部署名)」「電話番号」「FAX 番号」「E-mail アドレス」を明記願

います。なお、会場の都合により、説明会への出席につきましては、一事業者２

区分 内容 

事業費 

 

自家物流事業者等による拠点整備等物流効率化事業の実施に必要な

機械装置等の設計、購入、製造又は据付等に要する経費 
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名まででお願い致します。また、公募説明会への出席は、申請するための条件で

はありません。 

 

２．２ 交付申請について 

  申請される事業者は、所定の様式を用いて補助金交付申請書を作成し、以下の提出書

類一式を３部提出してください。 

  １）提出書類 

   （1）補助金交付申請書（交付規定：様式第１） 

   （2）補助事業実施計画書（「交付規定：様式第１（注 1）」、書式自由） 

     ①申請者の営む主な事業（別途、会社案内添付で可） 

     ②申請者の資産及び負債に関する事項（別途、直近の決算報告書添付で可） 

     ③補助事業の経費のうち補助金によって賄われる部分以外の部分の負担者、負

担額及び負担方法 

     ④補助事業の効果 

     ⑤補助事業に関して生ずる収入金に関する事項 

     ⑥補助事業のスケジュール 

     ⑦補助事業の実施体制 

       ※提出書類は返却いたしませんので予めご留意ください 

 

２．３ 審査について 

  １）審査方法 

   審査は応募書類に基づいて、公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会(以下、

協会という)事務局にて予備審査を行った後、有識者により本審査を行います。予備審

査では、下記「２）審査項目」に基づいて評価を行います。なお、補助事業者の審査

は非公開で行われ、審査の経過に関する問い合わせには応じないものとします。また、

必要に応じてヒアリングを実施するほか、追加資料の提出を求める場合があります。 

 

  ２）審査項目 

   （1）補助事業の計画案の内容に係る評価 

     ①省エネルギー量 

     ②物流体系の効率化 

     ③物流品質（誤出荷率の低減など） 

     ④計画の公益性 

     ⑤計画の経済性 

   （2）補助事業者の事業遂行能力に係る評価 

     ①技術的能力 

     ②自己負担分費用の調達に関する経理的基礎 

     ③経理その他事務についての管理体制及び処理能力 
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２．４ 交付決定について 

  １）交付決定方法 

   交付決定に当たっては、「２．３ 審査について」に基づき、有識者による選考によ

り採択者を決定します。 

 

  ２）結果の通知 

   交付決定の通知については、補助金交付決定通知書により申請者に通知します。ま

た、補助金の交付が適当でないと認めたときは、不採択理由とともに不採択となった

旨を申請者に通知します。 

 

  ３）結果の公表 

   補助金の交付決定後、採択分については補助事業者名、事業名等を協会のホームペ

ージに掲載します。 

 

２．５ 補助事業の開始について 

  補助事業者は、協会から交付決定通知を受けた後に初めて補助事業の開始(設計・設備

等の契約、発注)が可能となります。なお、交付決定前のいかなる契約や発注等は当該補

助金交付の対象とはなりません。 

設計・設備等の契約、発注を行うにあたっては、以下の点に留意してください。 

  １）契約日、発注日は、交付決定日以降であること 

  ２）原則として競争入札または相見積りによって相手先を決定すること 

  ３）補助対象外の経費が発生する場合は、原則として補助対象部分と分離して契約、

発注を行い、補助対象となる設備購入等と補助対象外の設備購入等それぞれに係

る費用が明確にわかるようにすること(補助対象内・外の判別が出来ない場合、補

助金が支払われないことがあります) 

  ４）補助対象事業として実施された設計、設備購入等については、事業完了日までに

対価の支払い及び精算が完了すること 

 

２．６ 補助事業の計画変更について 

  補助事業者は、交付申請時の事業の内容を変更、補助対象経費の区分ごとに配分され

た額の変更、補助事業の中止・廃止等をしようとするときは、事前に協会の承認を受け

る必要があります(補助対象経費の区分ごとに配分された額のいずれか低い額の１０％

以内で変更する場合を除く)。ただし、入札による減額は、事業計画が変更されるわけで

はないので、原則として協会の承認を受ける必要はありません。 

  また、何らかの理由により補助対象経費が増額となる場合であっても、補助金額の増

額は認められません。 

 

２．７ 補助事業の完了について 

  補助事業は、補助事業者における支出義務額(補助対象経費全額)の支出完了(精算を含
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む)をもって完了とし、平成２６年２月２８日を事業完了の期限とします。 

  また、補助事業者から設備販売業者等への代金支払方法は、原則として金融機関から

の振込で行ってください(銀行振込受領書等の支払の事実を証明できるものを保管・整理

すること)。クレジット契約、割賦販売、手形等による支払は対象外となります。 

 

２．８ 実績報告及び補助金額の確定について 

  補助事業者は、事業完了の日から３０日以内又は平成２６年２月２８日のいずれか早

い日までに実績報告書を提出してください。 

  協会は、補助事業者から実績報告書の提出を受けた後、確定検査(書類検査及び必要に

応じて行う現地検査)を行い、事業の成果または高い確率をもって実現される成果が交付

決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に

通知します。 

 

２．９ 補助金の支払いについて 

  補助事業者は、協会の確定通知を受けた後に補助金精算払請求書を提出し、その後、

補助金の支払いを受けることになります。 

  ただし、必要があると認められる場合には、補助金概算払請求書を提出することによ

り、交付決定された補助金の一部について補助事業の事業期間中に概算払いを受けるこ

とができます。 

 

２．１０ 取得財産の管理等について 

  補助事業者は、補助事業の実施により取得した財産(取得財産等)について、補助事業

の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、特に保守についてはその実施

内容、体制等を充分整備し、故障等による設備利用率の低下を最小限にするなど、補助

金の交付の目的に従って、その効率的、効果的運用を図る必要があります。 

  また、取得財産の管理にあたっては、取得財産管理台帳を整備し、その管理状況を明

らかにしておくとともに、取得財産等を法定耐用年数期間内に処分しようとするときは、

財産処分承認申請書を提出し、事前に協会の承認を受ける必要があります。 

 

２．１１ 事業終了後の報告について 

  補助事業終了後５年間、協会に事業報告(補助事業の内容及び成果)をしていただきま

す。 

 

２．１２ 交付決定の取消、罰則等について 

  交付規程及び交付決定の際に付した条件に違反する行為がなされた場合は、以下の措

置が講じられることに留意してください。 

  ・交付決定の取消、補助金の返還、加算金の納付及び延滞金の納付 

  ・相当の期間補助金等の全部または一部の交付決定を行わないこと 

  ・協会の所管する契約について、一定期間指名等の対象外とすること 
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  ・補助事業者等の名称及び不正の内容の公表 

  また、府省等他の資金配分機関に対し、当該不正使用等に関する措置及び措置の対象

者等について情報提供を行います。これにより、不正使用等を行った者及びそれに共謀

した者に対し、府省等他の資金配分機関の行う事業への応募が制限される場合がありま

す。 

 

 

３．応募書類の提出先及び問い合わせ先 

 

  〒105-0022 

  東京都港区海岸 1-15-1 スズエベイディアム 

  公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会 省エネ型補助事業担当 

   TEL：03-3436-3191 

   FAX：03-3436-3190 

   E-mail：shoene@logistics.or.jp 

   ＵＲＬ http://www.logistics.or.jp 

 

  ※書類送付時には、封筒の宛名面に 

「省エネ型ロジスティクス等推進事業 交付申請書在中」 

と明記してください。 


